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▼

第
一
日
（
九
月
一
日
）
会
期
を

二
十
八
日
間
と
決
定
。
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、

各
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ
れ
、

審
議
の
結
果
、
請
願
一
件
及
び
地

域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建
設

に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
継
続
審
査
と
決
定
。
次
に

市
が
出
資
し
て
い
る
法
人
の
経
営

状
況
を
説
明
す
る
書
類
の
提
出
が

あ
り
、
続
い
て
提
出
案
二
十
一
件

に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
実

施
し
た
後
、
セ
ー
レ
ム
市
と
の
姉

妹
都
市
提
携
二
十
周
年
記
念
公
式

行
事
へ
の
出
席
及
び
海
外
先
進
都

市
視
察
に
参
加
し
た
議
員
か
ら
報

告
を
受
け
る
。

▼

第
二
日
（
九
月
二
日
）
か
ら
第

四
日
（
九
月
四
日
）
ま
で
本
会
議

休
会
。

▼

第
五
日
（
九
月
五
日
）
提
出
案
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に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

平
成
十
六
年
度
一
般
・
特
別
会
計

決
算
十
一
件
、
平
成
十
六
年
度
水

道
事
業
会
計
決
算
及
び
平
成
十
六

年
度
公
共
下
水
道
事
業
会
計
決
算

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
度
決

算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の

審
査
を
付
託
。

▼

第
六
日
（
九
月
六
日
）
本
会
議

休
会
。

▼

第
七
日
（
九
月
七
日
）
本
会
議

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼

第
八
日
（
九
月
八
日
）
か
ら
第

十
二
日
（
九
月
十
二
日
）
ま
で
本

会
議
休
会
。

▼

第
十
三
日
（
九
月
十
三
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
四
日
（
九
月
十
四
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
五
日
（
九
月
十
五
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
六
日
（
九
月
十
六
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
七
日
（
九
月
十
七
日
）
か

ら
第
十
九
日
（
九
月
十
九
日
）
ま

で
本
会
議
休
会
。

▼

第
二
十
日
（
九
月
二
十
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

次
に
追
加
提
出
さ
れ
た
議
案
八
件

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

続
い
て
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦

を
行
い
、
引
き
続
き
川
越
地
区
消

防
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
実
施
。

▼

第
二
十
一
日
（
九
月
二
十
一
日
）

本
会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開

催
。
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の
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
の
請
求
を
拒

否
す
る
も
の
で
す
。

た
だ
し
、
相
当
な
公
益
性
が
あ
る

も
の
と
し
て
、
官
公
署
、
報
道
機
関
、

大
学
や
公
的
機
関
の
学
術
研
究
機
関

等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
閲
覧
の
請
求

に
応
ず
る
も
の
で
す
。

現
行
制
度
が
犯
罪
に
つ
な
が
る
お

▽

川
越
市
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

国
が
、
平
成
十
五
年
二
月
に
「
行

政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
施
行

さ
せ
、
法
令
に
基
づ
く
行
政
手
続
等

に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
方
法
に
加

え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し

た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
行
え
る
よ
う
に

し
た
こ
と
を
受
け
て
、
市
民
の
利
便

性
の
向
上
及
び
行
政
運
営
の
効
率
化

を
図
る
た
め
、
同
法
が
適
用
さ
れ
な

い
条
例
等
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
を
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
行
え
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
新
た
に
本
条
例
を
定
め
た

も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
可

能
規
定
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
特

例
規
定
を
設
け
る
こ
と
で
、
個
別
の

条
例
や
規
則
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
、

書
面
に
よ
る
方
法
に
加
え
、
オ
ン
ラ

イ
ン
に
よ
る
方
法
で
の
手
続
等
を
可

能
に
し
、
ま
た
、
署
名
等
代
替
可
能

規
定
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化

可
能
規
定
を
適
用
し
て
行
わ
れ
た
手

続
等
で
、
押
印
や
署
名
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
電
子
署
名
な

ど
他
の
方
法
で
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
規
定
を
設
け
た
も
の
で
す
。
併
せ

て
、
手
続
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
あ

た
っ
て
は
、
安
全
性
・
信
頼
性
の
確

保
及
び
手
続
等
の
簡
素
化
・
合
理
化

を
図
る
規
定
を
設
け
た
も
の
で
す
。

そ
れ
が
あ
る
以
上
、
国
の
制
度
改
正

を
座
し
て
待
つ
こ
と
な
く
、
個
人
情

報
保
護
法
の
主
旨
を
推
進
し
、
個
人

情
報
の
保
護
に
遺
漏
を
来
す
こ
と
な

く
、
市
民
を
犯
罪
被
害
か
ら
守
る
こ

と
も
、
川
越
市
議
会
の
責
務
で
あ
る

と
考
え
、
本
条
例
を
定
め
た
も
の
で

す
。

▽

川
越
市
役
所
出
張
所
設
置
条
例

及
び
川
越
市
農
業
委
員
会
の
選
挙

に
よ
る
委
員
の
選
挙
区
及
び
各
選

挙
区
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

「
砂
新
田
五
丁
目
」、「
砂
新
田
六

丁
目
」
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

関
連
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
川
越
市
役
所
出

張
所
設
置
条
例
に
つ
い
て
は
、
高
階

出
張
所
の
所
管
区
域
に
砂
新
田
五
丁

目
、
砂
新
田
六
丁
目
を
加
え
る
も
の

で
す
。

ま
た
、
川
越
市
農
業
委
員
会
の
選

挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙
区
及
び
各
選

挙
区
の
定
数
条
例
に
つ
い
て
は
、
第

三
区
の
選
挙
区
の
区
域
に
砂
新
田
五

丁
目
、
砂
新
田
六
丁
目
を
加
え
る
も

の
で
す
。

▽

町
の
区
域
を
新
た
に
画
す
る
こ

と
に
つ
い
て
（
町
名
地
番
整
理
）

┃
原
案
可
決
┃

住
民
の
利
便
性
の
向
上
と
行
政
執

行
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
大
字
砂

久
保
、
大
字
砂
新
田
及
び
大
字
今
福

の
各
一
部
を
新
た
に
砂
新
田
五
丁
目

及
び
砂
新
田
六
丁
目
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

変
更
に
な
る
区
域
は
、
総
面
積
約

二
十
九
ha
、
総
筆
数
一
千
九
百
十
二

筆
で
、
世
帯
数
は
約
一
千
百
三
十
世

帯
、
人
口
は
約
三
千
四
十
人
で
す
。

効
力
発
生
の
時
期
は
、
平
成
十
八

年
一
月
一
日
で
す
。

今
定
例
会
に
は
、
一
般
会
計
補
正

予
算
一
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算
三

件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
本

市
予
算
の
総
額
は
、
一
般
会
計
八
百

八
十
三
億
九
千
四
百
七
十
四
万
五
千

円
、
特
別
会
計
八
百
二
十
三
億
五
千

三
百
七
十
三
万
七
千
円
、
合
計
一
千

七
百
七
億
四
千
八
百
四
十
八
万
二
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

┃
原
案
可
決
┃

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
九
億
九
千
八
百
七
十
五
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
八
百
八
十
三
億
九
千
四
百
七

十
四
万
五
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
普
通
交
付
税
の
交
付

額
が
決
定
し
た
こ
と
に
よ
る
減
額
と

本
補
正
に
伴
う
財
源
調
整
と
し
て
繰

越
金
等
を
追
加
計
上
し
、
歳
出
に
つ

い
て
は
、
鏡
山
酒
造
跡
地
活
用
推
進
、

市
民
要
望
の
多
い
道
路
の
整
備
に
係

る
追
加
所
要
額
を
計
上
し
た
も
の
で

す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）

┃
原
案
可
決
┃

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
四
千
七
百
四
十
六
万
七
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
百
億
七
千
七
百
六
万
七
千
円

と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
介
護

給
付
費
国
県
負
担
金
の
平
成
十
六
年

度
超
過
交
付
額
の
返
還
に
係
る
所
要

額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

┃
原
案
可
決
┃

資
本
的
支
出
に
一
千
五
百
五
十
万

六
千
円
を
追
加
し
、
水
道
事
業
会
計

予
算
の
総
額
を
九
十
九
億
二
千
二
百

八
十
七
万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
内
容
は
、
平
成
十
六

年
度
に
借
り
入
れ
た
企
業
債
の
償
還

期
間
の
確
定
に
伴
う
補
正
で
す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
公
共
下

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）

┃
原
案
可
決
┃

資
本
的
収
入
及
び
資
本
的
支
出
に

そ
れ
ぞ
れ
一
億
九
千
七
百
七
十
万
円

を
追
加
し
、
公
共
下
水
道
事
業
会
計

予
算
の
総
額
を
百
十
三
億
五
千
六
百

七
十
五
万
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
内
容
は
、
下
水
道
高

金
利
対
策
借
換
債
の
借
り
入
れ
に
伴

う
補
正
で
す
。

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
の

事
例
が
そ
の
製
造
・
使
用
関
連
企
業

に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の

吸
引
に
よ
り
中
皮
腫
や
肺
が
ん
で
死

亡
し
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ

の
被
害
は
作
業
従
事
者
に
留
ま
ら
ず
、

家
族
・
周
辺
住
民
に
も
及
ぶ
深
刻
な

事
態
と
な
っ
た
。

被
害
に
対
す
る
国
民
の
不
安
は
非

常
に
高
ま
り
、
厚
生
労
働
省
・
国
土

交
通
省
・
文
部
科
学
省
等
関
係
省
庁

が
方
針
や
対
策
を
打
ち
出
し
て
い
る

が
、
今
後
、
更
に
事
態
を
正
確
に
掌

握
し
、
被
害
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、

適
切
な
対
応
を
迅
速
に
行
う
べ
く
、

国
及
び
関
係
機
関
に
対
し
、
対
策
の

強
化
を
強
く
求
め
る
。

記

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
輸
入
・

製
造
・
使
用
・
在
庫
等
の
実
態
調

査
の
緊
急
か
つ
厳
密
な
実
施
及
び

公
表
を
す
る
こ
と
。

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
建
築
物
に
対

す
る
情
報
開
示
、
暴
露
防
止
対
策
、

除
去
・
解
体
に
つ
い
て
の
体
制
整

備
を
す
る
こ
と
。

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
取
扱
い
事
業
者
、

そ
の
所
在
す
る
自
治
体
に
対
し
て

は
、
作
業
従
事
者
、
そ
の
家
族
、

周
辺
住
民
に
対
す
る
健
康
被
害
な

ど
の
情
報
提
供
、
相
談
窓
口
の
設

置
、
診
断
治
療
体
制
の
整
備
の
支

援
を
す
る
こ
と
。

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
想
定
さ
れ

る
被
害
は
そ
の
潜
伏
期
間
が
長
期

で
あ
る
た
め
、
労
災
認
定
の
抜
本

的
見
直
し
、
救
済
制
度
の
早
期
策

定
を
す
る
こ
と
。

一
、
地
方
自
治
体
及
び
住
民
が
実
施

す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
右
記

対
策
に
つ
い
て
の
費
用
は
、
国
・

企
業
が
負
担
を
す
る
こ
と
。

と
の
内
容
で
、
川
越
市
議
会
名
を

も
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科

学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
あ

て
提
出
す
る
よ
う
提
出
者
若
海

保

議
員
、
賛
成
者
松
岡
秀
仁
議
員
ほ
か

八
名
の
議
員
に
よ
り
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

上
福
岡
市
及
び
大
井
町
の
合
併
に

よ
り
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
に
ふ

じ
み
野
市
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
次
の
八
件
に
つ
い
て
、
議
会
の

議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。

▽

埼
玉
県
西
部
第
一
広
域
行
政
推

進
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

埼
玉
県
西
部
第
一
広
域
行
政
推

進
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
増
加
及
び
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

埼
玉
県
西
部
第
一
広
域
行
政
推
進

協
議
会
か
ら
上
福
岡
市
及
び
大
井
町

を
脱
退
さ
せ
、
ふ
じ
み
野
市
の
加
入

及
び
協
議
会
の
構
成
、
組
織
、
役
員

等
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の

見
直
し
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
の
公
の
施
設
の
区
域
外

設
置
及
び
利
用
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
の
公
の
施
設
の
区
域
外

設
置
及
び
利
用
に
つ
い
て

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の

対
策
を
求
め
る
意
見
書

┃
原
案
可
決
┃

新
町
名
を

決

定

補
正
予
算

四
件
を
可
決

ふじみ野市設置に

伴 う 関 係 議 案

８ 件 を 可 決

議 事 の

あ ら ま し

川
越
市
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
条
例
な
ど
二
件
を
可
決

川越市申請・届出サービスをご覧いただくには〔川越市ホームページ＞電子市役
所内の電子申請・届出サービス窓口＞埼玉県市町村 申請・届出サービスの開始
について内の埼玉県市町村申請・届出サービス＞川越市へ申請〕の順でアクセス
してください。

議
員
提
案
の
意
見
書

一
件
を
可
決

今
定
例
会
第
二
十
八
日
（
九
月
二
十
八
日
）
に
、
議
員
提
案
に
よ
る
意
見
書

一
件
を
原
案
可
決
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。
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▼

第
一
日
（
九
月
一
日
）
会
期
を

二
十
八
日
間
と
決
定
。
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、

各
委
員
長
よ
り
報
告
が
行
わ
れ
、

審
議
の
結
果
、
請
願
一
件
及
び
地

域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
建
設

に
か
か
わ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
継
続
審
査
と
決
定
。
次
に

市
が
出
資
し
て
い
る
法
人
の
経
営

状
況
を
説
明
す
る
書
類
の
提
出
が

あ
り
、
続
い
て
提
出
案
二
十
一
件

に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
実

施
し
た
後
、
セ
ー
レ
ム
市
と
の
姉

妹
都
市
提
携
二
十
周
年
記
念
公
式

行
事
へ
の
出
席
及
び
海
外
先
進
都

市
視
察
に
参
加
し
た
議
員
か
ら
報

告
を
受
け
る
。

▼

第
二
日
（
九
月
二
日
）
か
ら
第

四
日
（
九
月
四
日
）
ま
で
本
会
議

休
会
。

▼

第
五
日
（
九
月
五
日
）
提
出
案

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

平
成
十
六
年
度
一
般
・
特
別
会
計

決
算
十
一
件
、
平
成
十
六
年
度
水

道
事
業
会
計
決
算
及
び
平
成
十
六

年
度
公
共
下
水
道
事
業
会
計
決
算

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
度
決

算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の

審
査
を
付
託
。

▼

第
六
日
（
九
月
六
日
）
本
会
議

休
会
。

▼

第
七
日
（
九
月
七
日
）
本
会
議

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼

第
八
日
（
九
月
八
日
）
か
ら
第

十
二
日
（
九
月
十
二
日
）
ま
で
本

会
議
休
会
。

▼

第
十
三
日
（
九
月
十
三
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
四
日
（
九
月
十
四
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
五
日
（
九
月
十
五
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
六
日
（
九
月
十
六
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼

第
十
七
日
（
九
月
十
七
日
）
か

ら
第
十
九
日
（
九
月
十
九
日
）
ま

で
本
会
議
休
会
。

▼

第
二
十
日
（
九
月
二
十
日
）
通

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

次
に
追
加
提
出
さ
れ
た
議
案
八
件

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

続
い
て
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦

を
行
い
、
引
き
続
き
川
越
地
区
消

防
組
合
議
会
議
員
の
選
挙
を
実
施
。

▼

第
二
十
一
日
（
九
月
二
十
一
日
）

本
会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開

催
。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

の
に
つ
い
て
は
、
閲
覧
の
請
求
を
拒

否
す
る
も
の
で
す
。

た
だ
し
、
相
当
な
公
益
性
が
あ
る

も
の
と
し
て
、
官
公
署
、
報
道
機
関
、

大
学
や
公
的
機
関
の
学
術
研
究
機
関

等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
閲
覧
の
請
求

に
応
ず
る
も
の
で
す
。

現
行
制
度
が
犯
罪
に
つ
な
が
る
お

▽

川
越
市
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

国
が
、
平
成
十
五
年
二
月
に
「
行

政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」
を
施
行

さ
せ
、
法
令
に
基
づ
く
行
政
手
続
等

に
つ
い
て
、
書
面
に
よ
る
方
法
に
加

え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し

た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
行
え
る
よ
う
に

し
た
こ
と
を
受
け
て
、
市
民
の
利
便

性
の
向
上
及
び
行
政
運
営
の
効
率
化

を
図
る
た
め
、
同
法
が
適
用
さ
れ
な

い
条
例
等
に
基
づ
く
行
政
手
続
等
を
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
行
え
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
新
た
に
本
条
例
を
定
め
た

も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
可

能
規
定
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
特

例
規
定
を
設
け
る
こ
と
で
、
個
別
の

条
例
や
規
則
を
改
正
す
る
こ
と
な
く
、

書
面
に
よ
る
方
法
に
加
え
、
オ
ン
ラ

イ
ン
に
よ
る
方
法
で
の
手
続
等
を
可

能
に
し
、
ま
た
、
署
名
等
代
替
可
能

規
定
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化

可
能
規
定
を
適
用
し
て
行
わ
れ
た
手

続
等
で
、
押
印
や
署
名
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
電
子
署
名
な

ど
他
の
方
法
で
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
規
定
を
設
け
た
も
の
で
す
。
併
せ

て
、
手
続
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
あ

た
っ
て
は
、
安
全
性
・
信
頼
性
の
確

保
及
び
手
続
等
の
簡
素
化
・
合
理
化

を
図
る
規
定
を
設
け
た
も
の
で
す
。

そ
れ
が
あ
る
以
上
、
国
の
制
度
改
正

を
座
し
て
待
つ
こ
と
な
く
、
個
人
情

報
保
護
法
の
主
旨
を
推
進
し
、
個
人

情
報
の
保
護
に
遺
漏
を
来
す
こ
と
な

く
、
市
民
を
犯
罪
被
害
か
ら
守
る
こ

と
も
、
川
越
市
議
会
の
責
務
で
あ
る

と
考
え
、
本
条
例
を
定
め
た
も
の
で

す
。

▽

川
越
市
役
所
出
張
所
設
置
条
例

及
び
川
越
市
農
業
委
員
会
の
選
挙

に
よ
る
委
員
の
選
挙
区
及
び
各
選

挙
区
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て

┃
原
案
可
決
┃

「
砂
新
田
五
丁
目
」、「
砂
新
田
六

丁
目
」
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

関
連
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

改
正
の
内
容
は
、
川
越
市
役
所
出

張
所
設
置
条
例
に
つ
い
て
は
、
高
階

出
張
所
の
所
管
区
域
に
砂
新
田
五
丁

目
、
砂
新
田
六
丁
目
を
加
え
る
も
の

で
す
。

ま
た
、
川
越
市
農
業
委
員
会
の
選

挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙
区
及
び
各
選

挙
区
の
定
数
条
例
に
つ
い
て
は
、
第

三
区
の
選
挙
区
の
区
域
に
砂
新
田
五

丁
目
、
砂
新
田
六
丁
目
を
加
え
る
も

の
で
す
。

▽

町
の
区
域
を
新
た
に
画
す
る
こ

と
に
つ
い
て
（
町
名
地
番
整
理
）

┃
原
案
可
決
┃

住
民
の
利
便
性
の
向
上
と
行
政
執

行
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
大
字
砂

久
保
、
大
字
砂
新
田
及
び
大
字
今
福

の
各
一
部
を
新
た
に
砂
新
田
五
丁
目

及
び
砂
新
田
六
丁
目
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

変
更
に
な
る
区
域
は
、
総
面
積
約

二
十
九
ha
、
総
筆
数
一
千
九
百
十
二

筆
で
、
世
帯
数
は
約
一
千
百
三
十
世

帯
、
人
口
は
約
三
千
四
十
人
で
す
。

効
力
発
生
の
時
期
は
、
平
成
十
八

年
一
月
一
日
で
す
。

今
定
例
会
に
は
、
一
般
会
計
補
正

予
算
一
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算
三

件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
本

市
予
算
の
総
額
は
、
一
般
会
計
八
百

八
十
三
億
九
千
四
百
七
十
四
万
五
千

円
、
特
別
会
計
八
百
二
十
三
億
五
千

三
百
七
十
三
万
七
千
円
、
合
計
一
千

七
百
七
億
四
千
八
百
四
十
八
万
二
千

円
と
な
り
ま
し
た
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
二
号
）

┃
原
案
可
決
┃

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
九
億
九
千
八
百
七
十
五
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
八
百
八
十
三
億
九
千
四
百
七

十
四
万
五
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
普
通
交
付
税
の
交
付

額
が
決
定
し
た
こ
と
に
よ
る
減
額
と

本
補
正
に
伴
う
財
源
調
整
と
し
て
繰

越
金
等
を
追
加
計
上
し
、
歳
出
に
つ

い
て
は
、
鏡
山
酒
造
跡
地
活
用
推
進
、

市
民
要
望
の
多
い
道
路
の
整
備
に
係

る
追
加
所
要
額
を
計
上
し
た
も
の
で

す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

一
号
）

┃
原
案
可
決
┃

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
四
千
七
百
四
十
六
万
七
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
百
億
七
千
七
百
六
万
七
千
円

と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
介
護

給
付
費
国
県
負
担
金
の
平
成
十
六
年

度
超
過
交
付
額
の
返
還
に
係
る
所
要

額
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

┃
原
案
可
決
┃

資
本
的
支
出
に
一
千
五
百
五
十
万

六
千
円
を
追
加
し
、
水
道
事
業
会
計

予
算
の
総
額
を
九
十
九
億
二
千
二
百

八
十
七
万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
内
容
は
、
平
成
十
六

年
度
に
借
り
入
れ
た
企
業
債
の
償
還

期
間
の
確
定
に
伴
う
補
正
で
す
。

▽

平
成
十
七
年
度
川
越
市
公
共
下

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
一

号
）

┃
原
案
可
決
┃

資
本
的
収
入
及
び
資
本
的
支
出
に

そ
れ
ぞ
れ
一
億
九
千
七
百
七
十
万
円

を
追
加
し
、
公
共
下
水
道
事
業
会
計

予
算
の
総
額
を
百
十
三
億
五
千
六
百

七
十
五
万
円
と
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
補
正
の
内
容
は
、
下
水
道
高

金
利
対
策
借
換
債
の
借
り
入
れ
に
伴

う
補
正
で
す
。

ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
の

事
例
が
そ
の
製
造
・
使
用
関
連
企
業

に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の

吸
引
に
よ
り
中
皮
腫
や
肺
が
ん
で
死

亡
し
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ

の
被
害
は
作
業
従
事
者
に
留
ま
ら
ず
、

家
族
・
周
辺
住
民
に
も
及
ぶ
深
刻
な

事
態
と
な
っ
た
。

被
害
に
対
す
る
国
民
の
不
安
は
非

常
に
高
ま
り
、
厚
生
労
働
省
・
国
土

交
通
省
・
文
部
科
学
省
等
関
係
省
庁

が
方
針
や
対
策
を
打
ち
出
し
て
い
る

が
、
今
後
、
更
に
事
態
を
正
確
に
掌

握
し
、
被
害
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、

適
切
な
対
応
を
迅
速
に
行
う
べ
く
、

国
及
び
関
係
機
関
に
対
し
、
対
策
の

強
化
を
強
く
求
め
る
。

記

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
輸
入
・

製
造
・
使
用
・
在
庫
等
の
実
態
調

査
の
緊
急
か
つ
厳
密
な
実
施
及
び

公
表
を
す
る
こ
と
。

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
使
用
建
築
物
に
対

す
る
情
報
開
示
、
暴
露
防
止
対
策
、

除
去
・
解
体
に
つ
い
て
の
体
制
整

備
を
す
る
こ
と
。

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
取
扱
い
事
業
者
、

そ
の
所
在
す
る
自
治
体
に
対
し
て

は
、
作
業
従
事
者
、
そ
の
家
族
、

周
辺
住
民
に
対
す
る
健
康
被
害
な

ど
の
情
報
提
供
、
相
談
窓
口
の
設

置
、
診
断
治
療
体
制
の
整
備
の
支

援
を
す
る
こ
と
。

一
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
想
定
さ
れ

る
被
害
は
そ
の
潜
伏
期
間
が
長
期

で
あ
る
た
め
、
労
災
認
定
の
抜
本

的
見
直
し
、
救
済
制
度
の
早
期
策

定
を
す
る
こ
と
。

一
、
地
方
自
治
体
及
び
住
民
が
実
施

す
る
ア
ス
ベ
ス
ト
に
関
す
る
右
記

対
策
に
つ
い
て
の
費
用
は
、
国
・

企
業
が
負
担
を
す
る
こ
と
。

と
の
内
容
で
、
川
越
市
議
会
名
を

も
っ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科

学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産

業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
環
境
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
あ

て
提
出
す
る
よ
う
提
出
者
若
海

保

議
員
、
賛
成
者
松
岡
秀
仁
議
員
ほ
か

八
名
の
議
員
に
よ
り
提
案
さ
れ
ま
し

た
。

上
福
岡
市
及
び
大
井
町
の
合
併
に

よ
り
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
に
ふ

じ
み
野
市
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
次
の
八
件
に
つ
い
て
、
議
会
の

議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。

▽

埼
玉
県
西
部
第
一
広
域
行
政
推

進
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

埼
玉
県
西
部
第
一
広
域
行
政
推

進
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団

体
の
数
の
増
加
及
び
規
約
の
変
更

に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

埼
玉
県
西
部
第
一
広
域
行
政
推
進

協
議
会
か
ら
上
福
岡
市
及
び
大
井
町

を
脱
退
さ
せ
、
ふ
じ
み
野
市
の
加
入

及
び
協
議
会
の
構
成
、
組
織
、
役
員

等
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の

見
直
し
を
し
た
も
の
で
す
。

▽

川
越
市
の
公
の
施
設
の
区
域
外

設
置
及
び
利
用
に
つ
い
て

┃
原
案
可
決
┃

▽

川
越
市
の
公
の
施
設
の
区
域
外

設
置
及
び
利
用
に
つ
い
て

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の

対
策
を
求
め
る
意
見
書

┃
原
案
可
決
┃

新
町
名
を

決

定

補
正
予
算

四
件
を
可
決

ふじみ野市設置に

伴 う 関 係 議 案

８ 件 を 可 決

議 事 の

あ ら ま し

川
越
市
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
条
例
な
ど
二
件
を
可
決

川越市申請・届出サービスをご覧いただくには〔川越市ホームページ＞電子市役
所内の電子申請・届出サービス窓口＞埼玉県市町村 申請・届出サービスの開始
について内の埼玉県市町村申請・届出サービス＞川越市へ申請〕の順でアクセス
してください。

議
員
提
案
の
意
見
書

一
件
を
可
決

今
定
例
会
第
二
十
八
日
（
九
月
二
十
八
日
）
に
、
議
員
提
案
に
よ
る
意
見
書

一
件
を
原
案
可
決
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。




